
平成１７年度  第３回  鞍手町行財政改革推進委員会会議  
 

日時：平成１７年７月７日（木）  
  午前１０時００分から   

場所：鞍手町議会議事堂     
 
◎会議次第  
１ 開会  
 
２ 会長あいさつ  
 
３ 会議録署名人の指名  
 
４ 議事  
（１） 中間答申の内容について（資料１７）  

「基本方針」及び「基本目標」として掲げる内容の検討  
 
 
 
 
（２）その他  
 
 
 
 
５ 次回の開催予定について  
   第４回会議 日時：平成   年   月   日（  ）  
                時から  
         場所：  
 
６ 閉会  



資料１７ 
各専門部会の役割について 

 
下記の表は、推進本部のもとに設置している四つの専門部会の役割を掲げたものです。 

 取り扱う内容によっては、複数の専門部会にまたがる場合もありますが、当該専門部会

が主体となって取り扱う内容です。 
 

専門部会名等 主体となって取り扱う内容 
税や使用料、手数料等の収納率向上などに関すること 
税や手数料、使用料等の公平・公正な受益者負担など

に関すること 歳入関係 
短期的及び長期的財源、新たな財源の確保などに関す

ること 
各種補助金、助成金などの見直しに関すること 
給与、報酬、手当などの見直しに関すること 
公共事業のコストなどの見直しに関すること 

財政専門部会 
 
（危機を克服できる

安定した財政基盤と

行政経営の確立など

を推進する部会） 歳出関係 

事務処理のコストなどの見直しに関すること 
事務や事業の手法などの見直しに関すること 
行政評価の手法の導入などに関すること 行政運営関係 
行政サービスの質の向上などに関すること 
住民への情報公開、行政と住民との情報の共有などに

関すること 
行政への住民参画などに関すること 

行政運営専門部会 
 
（透明性の高い効率

的・効果的な行政運

営と協働による住民

自治などを推進する

部会） 

協働関係 

行政と住民の協働、コミュニティなどに関すること 
専門的技能の習得や政策形勢能力の育成などに関す

ること 
職員関係 

民間企業や先進自治体の手法を学ぶための人事交流

などに関すること 
社会情勢の変化に対応した柔軟な組織編成などに関

すること 
退職者数や新規採用者数を考慮した職員の適正配置

などに関すること 

組織機構専門部会 
 
（地方分権時代に柔

軟に対応できる組織

編成と人材育成など

を推進する部会） 組織機構関係 

附属機関の見直しなどに関すること 
老朽化施設等の改修などに関すること 

施設管理関係 施設の利用予約や利用方法の見直しなどに関するこ

と 
指定管理者制度等の活用などによる施設運営の見直

しに関すること 

施設専門部会 
 
（民間委託等を活用

した公共施設の効率

的・効果的な管理・

運営などを推進する

部会） 

施設運営関係 
施設の統合や廃止、用途の見直しなどに関すること 

 



第４次 鞍手町行財政改革大綱フレーム（事務局素案）                               資料１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細 分 類 中 分 類 小 分 類 

政改革の

社会的要因

化、国際化

進展、三位

】 
よる課題 
 
 

必要性】 
政状況 
政サービス

代に対応で

果的な行財

第２章 改革の基本方針及び目標

 

【行財政改革の基本方針・基本目標】

 ① 危機を克服できる安定した財政基盤

 ② 透明性の高い効率的・効果的な行政

 ③ 地方分権時代に柔軟に対応できる組

 ④ 民間委託等を活用した公共施設の効

第３章 実施計画と推進体制 
 

【実施計画の計画期間】   平成１７

【実施計画の見直し】    ＰＤＣＡ

【推進体制】        推進本部

【進捗状況の報告】     各年度終

 

 

 

収納率の向上 

公平、公正な受益者負担

財源の確保 

各種補助金の見直し 
人件費の見直し 

事務事業の見直し 

経常経費、投資的経費の見直し

情報の公開と共有 

住民参画の推進 

住民と行政との協働 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画 
 

（具体的な改革項目）

営 行政評価の定着 

公共事業等の見直し 

行政サービスの向上 
第４章 改革の具体的方策
 

大 分 類 
活環境の変化、行政サービスの多様化・複雑化 

の協働による住民自治 
と人材 
する公共施設及び事務事業の外部委託 

 

危機を克服できる安定
した財政基盤の確立と
行政経営の推進 

透明性の高い効率的・
効果的な行政サービス
と協働による住民自治
の推進 

歳 入

歳 出

協 働

行政運

 基
本

必要性 

】 
、情報化、生

一体の改革 

と町民と行政

きる行政組織

政運営を推進
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 行財

 

【行財政改革の

 ① 少子・高齢

 ② 地方分権の

 
【鞍手町の現状

 ① 合併不調に

 ② 歳出の増大

 ③ 歳入の減少

 
【行財政改革の

 ① 危機的な財

 ② 質の高い行

 ③ 地方分権時

 ④ 効率的・効
 
の確立と行政経営の推進 
サービスと協働による住民自治の推進 
織編成と人材育成の推進 
率的・効果的な管理・運営の推進 

年度～平成２１年度 
サイクルによる見直し 
と推進委員会の連携 

了後 

地方分権時代に柔軟に
対応できる組織編成と
人材育成の推進 

民間委託等を活用した
公共施設の効率的・効
果的な管理・運営の推
進 

管 理 

職 員 

組織機構 

人材育成の推進 

人事交流等の推進 

柔軟な組織の編成 

職員配置の適正化 

附属機関の見直し 

施設の改善 

施設管理の改善 

民間委託等の推進 

統合、廃止及び用途の見直し
運 営 

大綱により方針や目標として示される項目 

実施計画により具体的に示される項目 

方
針
・
目
標
を
具
体
化 


